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議案甲第２１号 

 

   専決処分の承認について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、多

久市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、次のとおり

専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、市議会の承認を求める。  

 

 

   令和２年６月５日  

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     

 

（提案理由） 

 佐賀県後期高齢者医療連合の後期高齢者医療に関する条例の一部改正に伴い、

多久市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を専決処分したので、

承認を求める必要がある。  
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専決第６号 

 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、多

久市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、別紙のとお

り専決処分する。  

 

 

   令和２年５月１５日  

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦 
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別紙 

 

   多久市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例  

 

多久市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年多久市条例第１号）の一部

を次のように改正する。  

 

第２条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。  

 (８) 広域連合条例附則第７条の傷病手当金並びに第８条及び第９条の傷病

手当金と給与等との調整の支給に係る申請書の提出の受付  

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  
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議案甲第２２号 

 

多久市各種委員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する     

条例 

 

 多久市各種委員等の報酬及び費用弁償支給条例（昭和３３年多久市条例第１

３号）の一部を次のように改正する。  

 

 別表第１中災害弔慰金等支給審査委員会委員の項を削る。  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   令和２年６月５日  

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     

 

（提案理由） 

 市が設置していない委員の項を削除するため、条例の一部を改正する必要が

ある。 
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議案甲第２３号 

 

多久市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例  

 

 多久市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年多久市条例第２４号）

の一部を次のように改正する。  

 

 第１５条第３項を次のように改める。  

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、

法第１３条、第１４条第１項及び第１６条並びに令第８条、第９条及び第１

２条の規定によるものとする。  

  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   令和２年６月５日  

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     

 

（提案理由） 

 災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に伴い、条例の一部を改正する必要

がある。 
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議案甲第２４号 

 

   令和２年度東原庠舎西渓校プール改築工事の請負契約締結について     

 

            

 令和２年度東原庠舎西渓校プール改築工事の請負契約を締結したいので、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年多

久市条例第３号）第２条の規定により、市議会の議決を求める。  

 

１ 契 約 の 目 的  東原庠舎西渓校プール改築工事  

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ２０６，５８０，０００円  

４ 工    期  契約締結日の翌日から令和３年３月１日まで  

５ 契約の相手方  住所  小城市牛津町勝１１６５番地２－１Ｂ  

          氏名  株式会社 中野建設 小城営業所 

              所長 大石 広行 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   令和２年６月５日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦 

 

（提案理由） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規

定により、この案を提案する。  

 



 7 

議案乙第２４号 

 

   専決処分の承認について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令

和２年度多久市一般会計補正予算（第２号）について、次のとおり専決処分し

たので、同条第３項の規定により報告し、市議会の承認を求める。  

 

 

   令和２年６月５日  

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     

 

（提案理由） 

 令和２年度多久市一般会計補正予算（第２号）を専決処分したので、承認を

求める必要がある。  
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専決第７号 

 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令

和２年度多久市一般会計補正予算（第２号）について、別冊のとおり専決処分

する。 

 

 

   令和２年５月１９日  

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦 
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報告第２号 

 

   令和元年度多久市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について    

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第１項の規定に基

づき、令和元年度多久市一般会計予算の繰越明許費に係る歳出予算の経費を繰

り越したので、同条第２項の規定により、別紙のとおり報告する。  

 

 

   令和２年６月５日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     
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報告第３号 

 

   令和元年度多久市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について     

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項の規定に基

づき準用する同令第１４６条第１項により、令和元年度多久市一般会計予算の

事故繰越しに係る歳出予算の経費を繰り越したので、同条第２項の規定により、

別紙のとおり報告する。  

 

 

   令和２年６月５日  

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     
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報告第４号 

 

   令和元年度多久市土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算

書の報告について  

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第１項の規定に基

づき、令和元年度多久市土地区画整理事業特別会計予算の繰越明許費に係る歳

出予算の経費を繰り越したので、同条第２項の規定により、別紙のとおり報告

する。 

 

 

   令和２年６月５日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     
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報告第５号 

 

   令和元年度多久市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書

の報告について  

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第１項の規定に基

づき、令和元年度多久市公共下水道事業特別会計予算の繰越明許費に係る歳出

予算の経費を繰り越したので、同条第２項の規定により、別紙のとおり報告す

る。 

 

 

   令和２年６月５日  

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     
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報告第６号 

 

   令和元年度多久市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算    

書の報告について  

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第１項の規定に基

づき、令和元年度多久市農業集落排水事業特別会計予算の繰越明許費に係る歳

出予算の経費を繰り越したので、同条第２項の規定により、別紙のとおり報告

する。 

 

 

   令和２年６月５日  

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     
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報告第７号 

 

   令和元年度多久市土地開発公社事業報告及び決算について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づ

き、令和元年度多久市土地開発公社事業報告及び決算について別冊のとおり報

告する。 

 

 

   令和２年６月５日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     
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報告第８号 

 

   令和２年度多久市土地開発公社事業計画及び予算について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づ

き、令和２年度多久市土地開発公社事業計画及び予算について別冊のとおり報

告する。 

 

 

   令和２年６月５日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     
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報告第９号 

 

   令和元年度公益財団法人「孔子の里」事業報告及び決算について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づ

き、令和元年度公益財団法人「孔子の里」事業報告及び決算について別冊のと

おり報告する。 

 

 

   令和２年６月５日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     
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報告第１０号 

 

   令和２年度公益財団法人「孔子の里」事業計画及び予算について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づ

き、令和２年度公益財団法人「孔子の里」事業計画及び予算について別冊のと

おり報告する。 

 

 

   令和２年６月５日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     
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報告第１１号 

 

   令和元年度一般財団法人「多久市学校給食振興会」事業報告及び

決算について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づ

き、令和元年度一般財団法人「多久市学校給食振興会」事業報告及び決算につ

いて別冊のとおり報告する。 

 

 

   令和２年６月５日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     



 25 

報告第１２号 

 

   令和２年度一般財団法人「多久市学校給食振興会」事業計画及び

予算について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づ

き、令和２年度一般財団法人「多久市学校給食振興会」事業計画及び予算につ

いて別冊のとおり報告する。  

 

 

   令和２年６月５日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     

 

 


